
転用計画は転用事業者が新たに土地を取得して貸施設（貸駐車場、貸資材置

場）にするものではない

転用計画について、すぐに転用しなければならない緊急性がある

転用計画について、農地転用許可の見込みがある

除外要望面積は過大になっていない

除外したい土地について具体的な転用計画がある

⑤

⑥

⑦

一時的な利用が3年以上かかるものであり、利用計画終了後に農振再編入することを確

約する計画であれば除外の対象になる場合があります。
※1

⑨

⑩

除外要望地は農用地区域外を含めた5箇所以上の候補地からやむを得ず選択した

うえで選定している

自己所有地以外で新たに購入できる土地がないか検討した

□

□

□

□

□

□

⑧

農振除外相談 事前確認チェックシート

下記のチェック項目を確認してください

□

□

□

③ 転用計画は売電目的の太陽光発電施設ではない □

② 転用計画は一時的な利用ではない恒久的な利用内容である ※1

④ 転用計画は建築条件付宅地分譲等の更地分譲ではない

※全ての項目に該当することが除外を進めるための前提条件になります

①


